
ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定  

 

≪総則≫  

目的  

第１条  この規定は、日本産革の魅力を表しているジャパンレザープ

ライドロゴマークを活用したタグ（以下「ＪＬＰタグ」という）の

使用許可における条件、手続き等を定めることによりＪＬＰタグの

使用を推進し、日本産革のブランド力を高めることを目的とする。  

 

ＪＬＰタグの定義他  

第２条  ＪＬＰタグは別図のとおりとする。  

２  ＪＬＰタグに関する権利は、一般社団法人日本タンナーズ協会（以

下「当協会」という）に帰属する。  

３  ＪＬＰタグは当協会が指定する印刷会社のみで発行する。  

 

使用許可者の資格  

第３条  ＪＬＰタグの使用の資格者は次のとおりとする。  

次の条件を満たし、かつ、必要書類（①日本で発行された化製場

許認可証又は行政機関が発行した製革業者の証明書、②日本国内で

排水処理を適正に行っていることを証明できる書類、③原材料の使

用状況、④宣誓書など）を提出し、ＪＬＰ委員会（以下「所管委員

会」という）の審査を経て、許可を得た日本国内の製革業者のみ（以

下「使用許可者」という）とする。  

イ）『原皮』は自社工場で鞣しから、『ウェットブルー』は自社工

場で再鞣しと染色・加脂を行っていること。  

 

審査機関  

第４条  前条に基づき設置される所管委員会の委員は、当協会の理事

で構成され、適正な審査に当たる。  

 

使用対象となる物  

第５条  ＪＬＰタグ使用許可の対象となる物は次のとおりとする。  

使用許可者の革素材を使用し、かつ、次の条件を使用許可者の責  

任の下、把握できる革製品。  

イ）革製品は国内で１００％製造されていること。  



ロ）革製品について、異素材等との併用は可とするが、表面積の

６０％以上は使用許可者が『原皮』は自社工場で鞣しから、『ウ

ェットブルー』は自社工場で再鞣しと染色・加脂を行った革で

あること。  

 

使用に係る経費  

第６条  ＪＬＰタグの使用に係る経費については、全額使用許可者の

負担とする。  

 

使用期間  

第７条  ＪＬＰタグの使用期間は、許可の決定をした日から２年間と

する。  

２  継続使用を希望する者は、使用期限日までに、ＪＬＰタグ使用許

可申請書（様式第１号）に必要書類を添付して継続使用の申請を当

協会に提出しなければならない。  

 

≪手続き≫  

使用許可の申請  

第８条  ＪＬＰタグを使用しようとする者（以下「タグ申請者」とい

う）は、ＪＬＰタグ使用許可申請書（様式第１号）に必要書類を添

付して、当協会に提出しなければならない。  

２  一部でも、自社工場以外で生産しているウェットブルーを使用し

ているタグ申請者は、追加書類を提出しなければならない。  

３  使用期間中に、申請した内容に変更が生じたときは、ＪＬＰタグ

使用許可申請書（様式第１号）に必要書類を添付して、速やかに当

協会に提出しなければならない。  

 

 

使用許可の決定  

第９条  当協会へ、前条の使用許可の申請があった場合は、所管委員

会が審査の上、速やかに許可の可否を決定する。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは許可しない。  

（１）法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれのあるとき。  

（２）自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用するおそ

れのあるとき。  



（３）当協会の信用又は品位を害すると認められたとき。  

（４）その他許可することを当協会が不適当と認めたとき。  

２  当協会は、前項の規定により使用許可を決定したときは、許可番

号を付与し、当協会指定のＪＬＰタグを発行する印刷会社の連絡先

を伝えるとともに、ＪＬＰタグ使用許可決定通知書（様式第２号）

により、当該タグ申請者に通知する。  

３  当協会は、第１項の規定により不許可を決定したときは、その理

由を付したＪＬＰタグ使用不許可通知書（様式第３号）により、速

やかに当該タグ申請者に通知する。  

 

使用上の遵守事項  

第１０条  前条の規定により使用許可者は次の事項を遵守しなければ

ならない。  

（１）申請内容に沿った適正な使用を行うこと。  

（２）ＪＬＰタグを指定の印刷会社に発注する時は、事前に当協会へ

ＪＬＰタグ使用計画書（様式第４号）を提出すること。  

（３）ＪＬＰタグを使用して虚偽行為や悪意を持った行為を行わない

こと。  

（４）使用の権利の譲渡、又は転貸しをしないこと。  

（５）許可無く編集及び改編して異なった形で使用しないこと。  

 

調査  

第１１条  当協会は、使用許可者に対して必要に応じＪＬＰタグの使

用状況の確認調査を実施することができる。  

２  使用許可者は前項に規定する調査の際、求められた資料の提出等

誠実に応じなければならない。  

 

使用許可の取り消し  

第１２条  当協会は、使用許可者が次の各号のいずれかに該当する場

合は警告を行い、改善が見られないときは使用許可を取り消し、そ

の旨を当該使用許可者に通知する。  

（１）第１０条の遵守事項に違反した場合。  

（２）偽りの申請その他不正行為によって、使用許可を受けた場合。  

（３）虚偽行為により第三者に損害を与えるような使用をした場合。  

（４）許可期間を過ぎても使用している場合。  



（５）その他当協会もしくは所管委員会が適当でないと認めた場合。  

２  前項の規定により使用許可の決定を取り消したときは、ＪＬＰタ

グ使用許可取り消し通知書（様式第５号）により、当該使用許可者

に通知する。  

 

罰則  

第１３条  当協会は、前条第 2 項に該当する違反者に対して、ＪＬＰ

タグの回収を求めることがある。また、通知日から３年間の使用許

可申請の禁止及び当協会ホームページにて違反者の社名と代表者名

を１年間公示する。  

 

使用許可の失効  

第１４条  使用期限日までに継続使用の申請がなく、使用許可が失効

したときは、使用期間満了後、当該使用許可者に通知する。  

 

使用許可の取り下げ  

第１５条  使用許可者は、次の各号のいずれかに該当するときは、Ｊ

ＬＰタグ使用許可取下げ届出書（様式第６号）を、速やかに当協会

に提出しなければならない。  

（１）廃業等により、使用許可者の資格を満たさなくなったとき。  

（２）使用継続の意思を失ったとき。  

（３）その他、何らかの理由により、使用許可を取り下げるとき。  

２  当協会は前項に該当することを把握したときは、ＪＬＰタグ使用

許可取下げ届出書（様式第６号）を提出するよう、当該使用許可者

に通知する。  

３  当協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、所管委員会が

審査の上、その結果を当該使用許可者に通知する。  

（１）ＪＬＰタグ使用許可取下げ届出書（様式第６号）を受理したと   

  き。  

（２）第２項により通知した日から１カ月を経過したとき。  

 

その他  

第１６条  当協会ホームぺージにて使用許可者を公開する。  

 

第１７条  ＪＬＰタグの使用に起因する問題が生じたときは、使用許



可者が速やかに対処するものとし、当協会は一切の責任を負わない。 

 

第１８条  この規定に定めるもののほか使用・管理につき必要な事項

又は疑義が生じた事項については関係者と協議のうえ、決定する。  

 

附則  

・平成２６年６月２３日開始  

・平成２６年１１月２７日改訂  

別図：ＪＬＰタグ仕様の裏面に文章を追加。  

別図：テキスト部分拡大を追加。  

・平成２７年６月９日改訂  

別図：ＪＬＰタグ仕様（小サイズ）を追加。  

  ＪＬＰタグ使用計画書：小サイズ用の記入欄を追加。  

・平成２７年１１月３０日改訂  

《総則》使用者の資格  

第３条の文章「③宣誓書を提出」を「③宣誓書などを提出」へと変更。  

《総則》使用対象となる物  

第５条①イ）の文章「原皮」を「原皮及びウェットブルー」へと変更。  

《総則》使用期間  

  第７条２項を追加。  

 《手続き》使用許可の申請  

第８条２項を追加。  

 《様式１》  

  継続・追加の申請を追加。提出書類④を追加。  

・平成２８年４月２８日改訂  

 《総則》使用対象となる物  

 第５条①ハ）の文章「革製品を製造するメーカーは日本国内に本社がある

こととするが、工場は国内外を問わない。但し、タグの取り付けや封入作業

などは日本国内で行うこと」をロ）「革製品は日本国内で製造されているこ

と」へと変更。  

・平成２９年９月６日改訂  

 《様式１》  

提出書類②の文章「直近３カ月以内の下水道料金領収書の写し」を「直近

３カ月分の下水道料金領収書の写し」へと変更。  

提出書類④Ａ．②の文章「直近３カ月以内の下水道料金領収書の写し」を



「直近３カ月分の下水道料金領収書の写し」へと変更。  

・平成２９年１２月６日改訂  

《手続き》その他  

  第１４条を追加。（※以下１条ずつ繰り下げ）  

・令和元年７月２日改訂  

《様式４》  

  使用計画書に「 JAPAN LEATHER PRIDE タグのルール『使用対象となる物』 

を追加。  

・令和元年１０月２５日改訂  

《様式１》  

  （新規・継続・追加）を（新規・継続・変更）へと変更。  

提出書類の確認欄を追加。  

提出書類③の文章「宣誓書」を「原材料の使用状況」へと変更。  

提出書類④の文章「他社が生産したウェットブルーを使用している場合に  

必要な資料」を「宣誓書」へと変更。  

《様式４》  

  使用計画書の「 JAPAN LEATHER PRIDE タグのルール『使用対象となる物』 

を「ＪＬＰタグを付けられる革製品の要件」へと変更。  

・令和３年４月１日改訂  

《総則》使用許可者の資格  

第３条イ）の文章「『原皮およびウェットブルー』から、自社工場で再鞣  

しと染色・加脂を行っていること。」を追加。  

《総則》使用対象となる物  

第５条イ）の文章「日本国内で生産する製革業者が「原皮およびウェット  

ブルー」から生産した革を１００％使用していること。」を「革製品は国内  

で１００％製造されていること。」へと変更。  

第５条ロ）の文章「革製品は日本国内で製造されていること。」を「革製  

品について、異素材等との併用は可とするが、表面積の６０％以上は使用許

可者が『原皮およびウェットブルー』から、自社工場で再鞣しと染色・加脂

を行った革であること。」へと変更。  

第５条ハ）の文章「異素材との併用は可とするが、革素材の使用比率は表

面積の６０％以上であること。」を削除。  

《手続き》使用許可の申請  

第８条２項の文章「使用許可者のうち、新たに追加された条件を満たした

い使用許可者は、改訂されたＪＬＰタグ使用許可申請書（様式第１号）に必



要書類を添付して、当協会に提出しなければならない。」を「一部でも、自

社工場以外で生産しているウェットブルーを使用しているタグ申請者は、追

加書類を提出しなければならない。」へと変更。  

第８条３項を追加。  

《手続き》使用許可の失効  

第１４条を追加。（※以下１条ずつ繰り下げ）  

《手続き》使用許可の取り下げ  

第１５条を追加。（※以下１条ずつ繰り下げ）  

《様式６》  

  追加。  

・令和５年７月６日改訂  

《総則》使用許可者の資格  

第３条イ）の文章「『原皮およびウェットブルー』から、自社工場で再鞣  

しと染色・加脂を行っていること。」を「『原皮』は自社工場で鞣しから、 

『ウェットブルー』は自社工場で再鞣しと染色・加脂を行っていること。」  

へと変更。  

《総則》使用対象となる物  

第５条ロ）の文章「革製品について、異素材等との併用は可とするが、表  

面積の６０％以上は使用許可者が『原皮およびウェットブルー』から、自  

社工場で再鞣しと染色・加脂を行った革であること。」を「革製品につい  

て、異素材等との併用は可とするが、表面積の６０％以上は使用許可者が  

『原皮』は自社工場で鞣しから、『ウェットブルー』は自社工場で再鞣し  

と染色・加脂を行った革であること。」へと変更。  

・令和７年１０月７日改訂  

別図：ＪＬＰタグの大サイズの仕様及び（小サイズ）の文字を削除。  

《様式４》  

使用計画書のタグのサイズに関する記入欄を削除。  

 

 

 

 

 

 

 



別図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大サイズ）  

ＪＡＰＡＮ  ＬＥＡＴＨＥＲ  

 タンナーと呼ばれる職人がいる。それは、「皮」から素材としての「革」を

生みだす者たち。日本独自の気候によって磨かれた彼らの繊細な技術と感性

にしかつくれない革がある。強く、美しく、手にした人の一生ものになって

いくもの。それがＪＡＰＡＮ  ＬＥＡＴＨＥＲ。このタグは、日本のタンナー

が丹念につくりあげ、日本タンナーズ協会によって認証された革のみにつけ

られる、品質と誇りの証である。  

テキスト部分拡大  



 

 

様式第１号（第８条関係） 

 

（一社）日本タンナーズ協会 

会 長 中嶋 幹夫 様 

住  所  

（申請者）名  称  

役職･代表者氏名          ○印  

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可（新規・継続・変更）申請書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第８条により同タグを使用

したいので、次ページの文章に同意のうえ署名し、提出書類一式を添えて申請し

ます。  

 

 

提出書類  

提出書類に〇を  

してください  

 ➀日本で発行された化製場許認可証の写し  

または、行政機関が発行した製革業者の証明書の写し  

 ➁日本国内で排水処理を適正に行っていることを証明  

できる書類（直近３カ月分の下水道料金領収書の写し） 

 ➂原材料の使用状況  

 ➃宣誓書  

連  絡  先  

担当者名：  

電話番号：          FAX：  

E-MAIL：  

 

次ページに続く  

受付欄  



 

提出書類➂  

原材料の使用状況 
 

次の各事項に該当しているか否か、□にレ印を記入してください。  

（※４．その他の場合はカッコ内も必ず記入してください。）  

                  は い  い い え  

１．自社工場で原皮から生産している                □   □  

２．自社工場以外で生産しているウェットブルーを使用している   □   □  

３．自社工場以外で生産しているクラストを使用している         □   □  

４．その他  

自社工場以外で生産している（      ）を使用している   □   □               

 

 

※注意事項  

２．に該当する方へ  

  一部でも、自社工場以外で生産しているウェットブルーを使用してい  

る場合には追加書類の提出が必要です。２枚目にご記入のうえ、追加書  

類を添付してください。  

 

３．に該当する方へ  

  クラストから生産した革は、『ＪＬＰタグのルール』にある条件を満た  

さない革となります。ご注意ください。  

 

 

原材料の使用状況について、該当する資料を提出します。  

 

     年  月  日  

 

代表者名：          ㊞ 
※自署押印  
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２．に該当する方へ  
 

□Ａ．日本国内のタンナーが生産したウェットブルーを使用  

生産先（タンナー名）を下記に明記のうえ、①・②を提出します。  

①  生産先が、取得している化製場許認可証の写し、または、行政  

機関が発行した製革業者の証明書の写し  

②  生産先が、排水処理を適正に行っていることを証明できる書類  

（生産先が支払っている直近３カ月分の下水道料金領収書の写し）  

 

⑴タンナー名：                                 

 

  ⑵タンナー名：                                         

 

  ⑶タンナー名：                                         

  

  ⑷タンナー名：                        

 

⑸タンナー名：                         

 

□Ｂ．海外のタンナーが生産したウェットブルーを使用  

生産先（国名とタンナー名）を下記に明記のうえ、その生産者が  

適正に排水処理を行っていることを証明できる書類や資料をさらに  

追加して提出します。  

   

⑴タンナー名：           国名：                        

 

  ⑵タンナー名：           国名：                               

 

  ⑶タンナー名：           国名：                               

  

  ⑷タンナー名：            国名：            

 

⑸タンナー名：            国名：            



 

 

 

提出書類➃  

（一社）日本タンナーズ協会  

会 長 中嶋 幹夫 様 

 

宣  誓  書  

 

本タグを使用するにあたって日本の革の生産者として

のプライドを持ちながら社会的責任を果たすことに努め、

消費者に「日本産の革は良いもの」という日本産の革に

対する評価を高めていくことを目指します。 

ブランドイメージの確立や社会的・経済的地位の向上

を目指し、ジャパンレザープライドタグの使用に関する

規定を遵守するとともに、ブランドイメージ向上に誠心

誠意努めていくことをここに誓います。  

 

     年  月  日  

 

代表者名：          ㊞ 
※自署押印 



 

様式第２号（第９条関係） 

    年   月   日 

住 所 

名 称 

役職・代表者氏名           様 

（一社）日本タンナーズ協会 

会 長 中嶋 幹夫 

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可決定通知書 

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第９条２項により、○○年〇月〇日

付で新規申請（継続申請）のありました件について、使用の許可を決定しましたので通

知します。また、許可番号は「〇〇〇〇〇〇〇号」とします。 

なお、使用にあたってはジャパンレザープライドタグの使用に関する規定を遵守のう

え下記の点に留意してください。 

 

① 使用期間は使用許可決定日の〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日までの２年間で

す。 

② 使用に関する権利を他人に譲渡、転貸しすることはできません。 

③ 使用に起因する問題が生じた場合には、使用許可者が速やかに対処する責任を負う

ものとし、一般社団法人日本タンナーズ協会（以下「当協会」という）は一切の責任

を負いません。 

④ 申請書の記載内容に虚偽があった場合及び不正な利用等が認められた場合に、使用

許可者に対し是正を求めるための警告を行います。 

⑤ 使用許可者が上記の警告に応じない場合は、使用許可の取り消しその他必要な措置

をとる場合があります。 

⑥ 使用許可が取り消されたときは使用許可取り消しの日から利用することはできま 

せんので、使用中のタグの回収を求めることがあります。また、取り消しにより使用

許可者に生じた損害について、当協会は一切の責任を負いません。 

⑦ タグの適切な使用を図るため、使用の状況等について報告を求め、又は必要な調査

を行うことがあります。 

⑧ ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定は、必要に応じて変更することが

あります。 



 

様式第３号（第９条関係） 

    年   月   日 

住 所 

名 称 

役職・代表者氏名            様 

（一社）日本タンナーズ協会 

会 長 中嶋 幹夫 

 

ジャパンレザープライドタグ使用不許可通知書 

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第９条３項により、○○年〇月〇日

付で申請のありました件について、審査の結果、下記の理由により不許可となりました

ので通知します。 

 

記 

 

 

不許可の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



🔸ポ イ ン ト🔸  

①革製品は国内で 100％製造されていることが必要です。  

 ②革製品について、表面積の 60％以上は使用許可者の条件を満たした革であることが必要です。  

  条件を満たした革とは・・・  

   『原皮』は自社工場で鞣しから、『ウェットブルー』は自社工場で再鞣しと染色・加脂を  

行った革です。※クラストから生産した革は、条件を満たさない革となります。  

 ③リバーシブルの場合は、裏地も表面積とみなします。  

④取っ手などの付属品は表面積に含みます。  

 

 

様式第４号（第１０条関係）  

    年    月    日  

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  中嶋  幹夫   様  

住  所                

（使用許可者）名  称                

  役職・代表者氏名         ○印  
 

ジャパンレザープライドタグ使用計画書  
 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第１０条によりジャパン

レザープライドタグ使用計画書を提出します。  

 

総予定枚数：計        枚 
   

 

配布先 製品名 予定枚数  

   

   

   

 

※欄内に書ききれない場合はコピーしてお使いください。  

●ＪＬＰタグを付けられる革製品の要件・・・『ＪＬＰタグの使用に関する規定』の第５条をご確認ください  

           （靴・鞄など） 



 

様式第５号（第１２条関係） 

    年   月   日 

住 所 

名 称 

役職・代表者氏名           様 

（一社）日本タンナーズ協会 

会 長 中嶋 幹夫 

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可取り消し通知書 

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第１２条２項により、○○年〇月〇日

付「〇〇〇〇〇〇〇号」で許可したジャパンレザープライドタグの使用について、警告後

の改善がありませんでしたので、検討の結果、下記の理由により許可を取り消したことを

通知します。なお、同規定第１３条のとおり、下記の罰則処置を行います。 

 

記 

 

 

１．取り消し理由 

 

 

 

 

 

 

２．罰則処置 

 

   

 

 

 

以上 



 

受付欄  
様式第６号（第１５条関係）  

 

 

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  中嶋  幹夫  様  

住  所  

（申請者）名  称  

役職･代表者氏名          ○印  

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可取下げ届出書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第１５条により、同タグ

の使用許可の取り下げの届出をします。  

 

 

取下げ日  西暦    年   月   日から使用を取りやめます。  

取下げ理由  

□廃業等により、使用許可者の資格を満たさなくなった  

□使用継続の意思を失った  

□その他（                       ） 

連絡先  

担当者名  ：   

電話番号  ：                     FAX ：  

E-MAIL   ：  

 

現時点までのＪＬＰタグの在庫については、私自身が責任をもって対応します。 

 

   代表者名：          ㊞ 
※自署押印  

 

 


